
 

大竹市立大竹小学校ＰＴＡ細則 
 

第１章 総会 

第１条 総会に付議する事項は，次のとおりとする。 

   （１）活動方針 

   （２）年度収支決算報告，収支予算案及び会費の審議決定 

   （３）規約改廃の承認，細則，規程の制定及び改廃についての報告 

   （４）執行部役員の承認，会計監査の選出 

   （５）その他，本会の運営に必要な事項 

第２条 会員が総会に出席できないときは，文書により総会に関する権限を，他の出席会員に委任

することができる。 

第３条 総会の議案は，総会開催日の前日までに全会員に知らせる。 

      

第２章 執行部役員会 

第４条 執行部役員会は，規約第１２条に定める執行部役員をもって構成し，会長が必要と認めた

とき，又は臨時緊急事項及び事業計画等の企画立案に必要と認めたとき開催する。 

第５条 執行部役員会の会務は，次のとおりとする。 

   （１）総会に提出する議案議事日程の立案 

   （２）収支予算案，補正予算案の作成 

（３）各委員会の意見の調整を図り，年間計画の立案 

（４）前項の計画に基づいて，各委員会の諸活動を評価し，次回会議の企画 

   （５）その他，本会の運営に必要と認める事項 

      

第３章 地区会（地区子ども会） 

第６条 校区内を地区ごとに区分して地区会を組織し，すべての会員は所属する地区会の会員とな

る。 

第７条 地区会は，本会の目的を達成するため，地域における教育環境の改善，充実及び教育指導

等を自主的に行うものとする。 

第８条 地区会の会長，もしくはその地区会を代表する人は，会の運営及び協議事項の執行にあた

り，校外指導委員会の委員となる。 

      

第４章 常置委員会・臨時委員会 

第９条 常置委員会は，本会の必要な事項について，調査･立案・実施するため規約第３４条に基

づいて，総務委員会・広報委員会・校外指導委員会・ベルマーク推進委員会・生活委員

会・６学年委員会・運動会運営委員会・市Ｐ連補助委員会を置く。 

第１０条 常置委員会は，常置委員長，常置委員及び教職員により構成され，各委員会の副委員長

は委員の互選とする。 

第１１条 常置委員会の活動目標は，次のとおりとする。 

   （１）総務委員会 

     ①事務局長・会計を補佐し，本会の庶務的事項，他の活動目標に属さない事項の処理 

     ②総会・執行部役員会等の運営，議事録の作成と一般会員への報告 

     ③ＰＴＡ委員研修会の企画運営 

     ④全校的学校行事に対する協力，教育環境整備の推進 

     ⑤関係機関との情報交換及び折衝 

   （２）広報委員会 

     ①機関紙「園の笛」の企画・編集と発行 

     ②各委員会・地区活動の状況の取材 

     ③ＰＴＡ活動の広報活動，各種調査の企画実施 



 

     ④ＰＴＡ新聞を通した，他校との交流 

   （３）校外指導委員会 

     ①校外での児童の健全育成の推進 

     ②地区子ども会の育成，地区委員の研修会の開催 

     ③地区の教育環境の改善と充実 

     ④通学路の調査点検及び街頭指導（交通安全指導委員会・防犯委員会との連携を図る） 

     ⑤社会教育機関・関係団体との必要に応じての連絡及び連携 

（４）ベルマーク推進委員会 

① ベルマークの収集・整理，ベルマーク教育財団への申請を行い，児童に必要な備品

を購入 

   （５）生活委員会 

① 児童の交通安全・防犯活動を目的とした企画を実施 

② 他の委員会や地域の関係団体との情報交換及び連携 

（６）６学年委員会 

① 卒業式の準備・協力 

（７）運動会運営委員会 

① 運動会の準備・運営 

（８）市Ｐ連補助委員会 

① 大竹市ＰＴＡ連合会で主催される地域活動の参加 

第１２条 臨時委員会は，本会に必要な事項のうち，常置委員会の各小委員会において担当するこ

とがふさわしくないと判断されたとき，会長の諮問に応じ，付託された事項について調

査・立案・実施することを目的として設立される。 

第１３条 臨時委員会の委員は，会員の中より会長が委嘱し，その任務を終了したとき解任され

る。 

第１４条 常置・臨時の各委員会は，活動内容，計画，実施について執行部役員会に報告しなけれ

ばならない。 

第１５条 名誉会長は，各会議に出席して意見を述べることができる。 

第１６条 大竹市ＰＴＡ連合会の代議員は，執行部役員の中から選出する。 

      

第５章 雑則 

第１７条 本会の庶務を推進するため，書記１名以上を置くことができる。 

第１８条 本会の各会議について，議事録を作成して保管するものとする。 

第１９条 本会の会員の出張・視察･研究会・会議等に出席する者の参加費・出張旅費等の一部を

支給する。 

第２０条 本会の慶弔については，規程で定める。 

 

第２１条 この規則は，執行部役員会において､出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正する

ことはできない。改正案は，原則として執行部役員会の５日前までに各執行部役員に知ら

せる。また改正の結果は，次期総会に報告する。 

      

附 則 

 この細則は，昭和４８年５月１６日に制定し，同日から施行する。 

 この細則は，昭和５０年５月２１日に改正し，同日から施行する。 

 この細則は，昭和５１年１２月６日に改正し，同日から施行する。 

 この細則は，平成元年３月４日に改正し，同日から施行する。 

 この細則は，平成３年１１月９日に改正し，平成４年４月１日から施行する， 

 この細則は，平成１１年１１月２１日に改正し，同日から施行する。 

この細則は，平成１９年４月２１日に改正し，同日から施行する。 



 

この細則は，平成２０年３月３日に改正し，平成２０年４月１日から施行する。 

この細則は，令和３年３月５日に改正し，同日から施行する。 

この細則は，令和４年３月１８日に改正し，同日から施行する。 

この細則は，令和４年４月２８日に改正し，同日から施行する。 

この細則は，令和５年１２月５日に改正し，令和６年４月１日から施行する。 


